
本方式については概要のみ説明いたします。

一関市で採用する「制限付一般競争入札」は、
・入札前の「入札参加資格審査」（事前審査）
・開札後の「落札候補者の資格審査」（事後審査）

の双方を実施します。

このため、システムとしては事前審査の仕組みを用いますが、
開札後は一旦保留として、落札候補者となった者が審査用の

書類を「電子入札のシステム外」で一関市に提出し、その審査
結果を受けて落札者が決定します。
落札候補者は「保留通知書」で通知します。
第一候補者が落札できない場合は、第二候補者以降の
審査を行います。その際にも「保留通知書」で通知します。

それぞれのタイミングで添付、提出する書類については、入札
公告等で指示されたものを添付、提出してください。 1

制限付一般競争入札について

①－２設計図書パスワード申請/
設計図書取得

競争参加資格確認申請書受付

競争参加資格確認通知書発行

入札・契約結果の公開 ⑧入札契約結果の確認

⑦落札結果通知書受信

⑤入札書・内訳書の提出

③競争参加資格確認申請書受付票受信

②競争参加資格確認申請書提出

④競争参加資格確認通知書受信

発注者 応札者

制限付一般競争入札業務フロー

質問・回答

2

電子入札システムの操作凡例： 入札情報公開システムの操作

落札結果通知書発行

入 札 書 受 付

締切通知書発行

保留・落札候補者の審査

開 札

落札候補者は審査書類提出

⑥保留通知書受信

一関市ホームページ

入札案件公告

設計図書パスワード交付

持参（インターネット不使用）

設計図書の公開

①－１調達情報確認

質問受付

回答登録
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制限付一般競争入札では、
入札参加時にこの列のボタンを
利用します

4

保留通知書は「受付票/通知書一覧」列の
表示ボタンから確認できます
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6

「理由」欄に落札予定者と
落札予定金額を記載します


